
ブレーキ液（DOT3）

トランスミッション・オイル

トランスファー･オイル

ディファレンシャル・オイル

オートマチック・トランスミッション・オイル

エア・クリーナー・エレメント

エンジン・オイル

オイル・フィルター（オイル・クリーナー）

冷却水

フューエル・フィルター

点火プラグ（白金プラグ、イリジウムプラグ）

ブレーキホース

マスター・シリンダーのカップ及びブーツ等ゴム

ホイール・シリンダーのカップ及びブーツ等ゴム

ディスク・キャリパーのシール及びブーツ等ゴム
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5MT車はトランスミッションと一体の
ため、トランスミッションの項で実施

使用オイルSN以上

使用オイルSN以上

［ ］内は初回交換時

《 》付は事業用等（貨物レンタカー）
（ ）付は事業用等
《 》付は事業用等（貨物レンタカー）
（ ）付は事業用等

備考欄に「事業用等（貨物レンタカー）」「事業用等」と記載のない項目は、「自家用貨物自動車」「事業用自動車」共に、
同じ交換時期であることを示します。
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点 検 整 備 項 目
備 考

ブローバイ・
ガス還元装置

燃料蒸発ガス
排出抑止装置

一酸化炭素
等発散防止
装置

灯火装置及び方
向指示器

警音器､窓ふき器､
洗浄液噴射装置､
デフロスター及び
施錠装置

エグゾースト・
パイプ及びマフ
ラー

車枠及び車体

座席

その他

運行において異常
が認められた箇所

メターリング・バルブの状態

ブローバイ・ガス還元装置の配管
の損傷
燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等
の損傷
チャコール・キャニスタの詰まり、
損傷

触媒等の排出ガス減少装置の取り
付けの緩み、損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェッ
ク・バルブの機能

二次空気供給装置の機能

排気ガス再循環装置の機能

減速時排気ガス減少装置の機能

配管の損傷及び取り付け状態

ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウインカー・ラン
プ等の作用（点灯又は点滅具合、汚れ及び損傷）

作用

ワイパーの払拭状態

ウインド・ウォッシャの液量及び
噴射状態

マフラーの機能

エグゾースト・パイプ、マフラー
の取り付けの緩み、損傷

フレーム、ボデーの緩み、損傷

シートベルトの損傷、作用

シャシ各部の給油脂状態

車載式故障診断装置の診断の結果

当該箇所に異常がないこと
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点 検 整 備 時 期
新
車
時
１
か
月
点
検

日

常

点

検

12
月
ご
と

６
月
ご
と

自家用貨物
自動車等

点 検 箇 所 点 検 項 目
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